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平成２９年度 第３回 教育委員会議事録 

 

１ 開催日及び場所 

  平成２９年７月１８日（火） 午前１０時３０分から午前１１時２０分 

  山県市役所３階 ３０３会議室 

 

２ 議事日程 

  日程第１ 前回議事録の承認 

  日程第２ 議事録署名者の指名 

  日程第３ 教育長の報告 

  日程第４  承第４号 平成２９年度山県市教育委員会事務局職員の任免の専決処分に

ついて 

日程第５ 議第７号 平成３０年度使用小学校及び中学校用教科用図書採択について 

日程第６ 議第８号 教育財産の取得の申し出について 

日程第７  その他 

 

３ 出席者 

  教育長  伊藤 正夫 

  教育長職務代理者  藤岡 功 

  委 員  川田 八重子 

  委 員  江崎 由里香 

委 員  大野 良輔 

  事務局  学校教育課長  鬼頭 立城 

       生涯学習課長  梅田 義孝 

       公民館長    堀  邦利 

       学校教育課   恩田 拓充  衣笠 みつ美 
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４ 会議次第 

 （午前１０時３０分開会） 

藤岡職務代理者  ただいまより、平成２９年度第３回教育委員会を開催いたします。 

  日程第１、前回議事録の承認について。 

事務局に説明を求めます。 

事務局（恩田）  日程第１、前回の議事録の承認について。 

  委員の皆様には前もって議事録を送付させていただいておりますので、

要点のみ説明させていただきます。資料ナンバー１をご覧ください。 

  平成２９年度第２回教育委員会が平成２９年６月２６日、月曜日、山

県市役所３階３０３会議室において開催されました。 

  出席者は、委員４名、教育長、事務局５名でした。 

  会議は、午後２時４０分に開会され、前回の議事録の承認、議事録署

名者が指名されまして、教育長から高校入試の学区の変更についてなど

５点の報告がありました。 

  議事としまして、３議案を審議のうえ決定しました。 

  会議は午後３時３０分に閉会しました。 

  以上でございます。 

藤岡職務代理者  ただ今事務局からの説明につきまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いいたします。 

ご質問が無いようですので、前回議事録を承認します。 

続きまして、日程第２、議事録署名者の指名について、今回は、川田

委員を指名します。 

川田委員     はい。 

藤岡職務代理者  続きまして、日程第３、教育長の報告について。 

  伊藤教育長に報告を求めます。 

教育長      ５点ほど報告させていただきます。１点目は、終業式が明後日７月２

０日にありまして、始業式が９月１日にあります。昨年度まで美山中学

校が冬期の雪で臨時休校となる場合に備えて始業式を少し早めて８月末

頃としていましたが、今年は他校と同じ９月１日としました。式の当日

にも授業を行うなどして授業時間は確保できますので、今年度から市内
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統一で９月１日となります。 

         ２点目は、先日社会教育委員の会議がありまして、昨年度が２年任期

の満了の年になりますので、新たに各地域からの代表の方３名と青少年

育成、社会体育、市ＰＴＡ連合会、学校関係者の方それぞれ１名ずつ、

計７名の方に、これから２年間の社会教育委員の委嘱を行いました。ま

た、来年度社会教育の東海北陸の研究発表大会が岐阜県でありまして、

岐阜地区が担当する分科会での発表を山県市が行うことになります。分

科会は地域文化の振興となりますので、現在行っている重要無形民俗文

化財舞台公演会などを通じて地域文化の振興を進めているという内容に

なるかと思います。お配りした資料の中の５つほどの無形民俗文化財が、

舞台公演会で取り上げられるものです。これからそれぞれの場所で実際

に行われるものもありますから、時間があればご覧いただければと思い

ます。また、社会教育法の一部改正がありまして、大きな変更点としま

しては、教育委員会は地域学校協働活動が効果的に実施されるよう必要

な措置を講ずるものとして、地域学校協働活動推進員を委嘱することが

できるという規定が設けられました。今のところ具体的な活動はありま

せんが、今後は社会教育として、この地域学校協働活動をどのようにし

ていくかということと推進員の委嘱について考えて行かなければならな

いと思っています。他の資料には教育委員会委員の中に推進員を積極的

に登用することとしてあるものもありましたので、まだ法が改正されて

動き出したばかりで、具体的なものはありませんが、地域学校協働活動

について委員の皆様もご承知おきください。 

         ３点目は、先日の少年の主張大会で代表となり地区代表に推薦された

２名のうち１名が県の大会に出場することになりました。８月８日に中

津川市で開催される県大会に出場します。山県市の代表が県大会に出場

するのは、非常に久しぶりで、以前に山県市が県大会の会場になった時

に出場して以来となります。大変喜ばしいことなので、ぜひ活躍してい

ただきたいと思います。 

４点目は、学校運営協議会会長と教育長との懇談会議事録という資料

をお配りしましたが、７月１１日に学校運営協議会会長との懇談会を持
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ちまして、各会長からお話を伺いました。その中で高富小ですと見守り

隊が実際に活動している方と登録されている方にズレ生じていたので再

構成したとか、図書館のバーコード化が完了、防災教育を実施したとか

のお話がありました。富岡小と桜尾小のところに記載してありますが、

学校評議員の感覚が抜けないというお話もありました。大桑小のところ

にありますが、小規模校が合同で社会見学を実施したとのことです。伊

自良地区では小中学校３校が一斉に引き渡し訓練を行いまして、実際の

災害時にはそのような状況になる訳ですから、３校がどのように連携す

るかということで大変意義があったとのことでした。また、学校の草ひ

きが、今までは学校のすることなのでということで手を出せなかったが、

学校運営協議会としてできるようになったとのことでした。美山小では

今までは会議に出るだけだったが、今は何かやらなくてはということで

重荷に感じているということでした。高富中は職業講話キャリアナビを

実施するとのことで、昨年の講師の方が今年もぜひやりたい言ってみえ

るとのことで、藤岡委員も講師を務められると聞いております。 

藤岡職務代理者  講師の側からすると人に伝えることは、特に中学生ぐらいに対してだ

と難しいので、自分の勉強にもなります。自分の話が伝わっているのか、

どうやって話せば良いのかを考えますので、講師の方も勉強になります。 

教育長      よろしくお願いします。それと防災の話もありましたが、このように

会長が集まることは全国的にも珍しいのではないかという話もありま

した。また、みなさんに集まっていただいたもう一つの目的は、教員の

働き方改革について学校運営協議会で話し合っていただきたいという

ことでした。学校に何もかも任せるのではなく、学校と地域のそれぞれ

の役割を意識していただき、地域の目から見た働き方改革ということを

議題にあげていただきたいとお願いをしました。 

５点目は、中学生と市長と語る会が、８月３日に市役所の議場を使っ

て行われます。傍聴はできますので、お時間があれば見ていただきたい

と思います。 

最後にご案内ですが、国際陶磁器フェスティバル美濃が９月１５日か

ら約１か月間、多治見市を中心に開催されます。３年に１回、開催され
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るものですので、興味のある方はぜひご覧ください。 

         以上でございます。 

藤岡職務代理者  ただ今の教育長の報告について、ご質問等ございましたらお願いしま

す。 

藤岡職務代理者  ２点よろしいでしょうか。学校運営協議会長との懇談会で、学校評議

員制度の感覚が抜けないとはどのようなことでしょうか。それと桜尾小

のところに記載があります、学校評価は難しい、子供が「学校が楽しい」

と評価していないとチェックする、いじめの可能性を示唆する。とはど

のようなことですか。 

教育長      １点目の学校評議員制度の感覚が抜けないというのは、学校評議員制

度は１０年以上続いていますが、以前に学校評議員として委嘱された方

が、そのまま学校運営協議会委員になられる場合が多く、学校評議員制

度では会長がいなくて、学校が評議員を招集して、学校の求めに応じて

意見を述べるということでしたが、運営協議会では会を組織して会長を

決め、会長が会議を開催するなど、主体となって会を運営していただく

ことになりますことになりますので、その違いがなかなかつかめないと

いうことだと思います。２点目の学校評価についてですが、学校に学校

評価委員会というものがありまして、この評価委員を学校運営協議会委

員が兼ねている場合が多いのですが、評価委員として子供が学校を楽し

いという評価をしているかどうかをしっかりと見ていかないと、いじめ

の可能性などを見逃してしまうということを言われたと思います。 

藤岡職務代理者  わかりました。その他によろしいでしょうか。 

ご質問が無いようですので、次にまいります。 

         日程第４、承第４号、平成２９年度山県市教育委員会事務局職員の任

免の専決処分についてを議題とします。 

         この議案は人事案件のため、山県市教育委員会会議規則第１３条の規

定に基づき、秘密会として審議することに、ご異議ございませんか。 

        （「異議なし」の声あり） 

藤岡職務代理者  異議なしと認めまして、本議案の審議は秘密会とします。 

         議場を閉鎖してください。 
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（議場の閉鎖） 

藤岡職務代理者  事務局に説明を求めます。 

 

（非公開案件） 

 

藤岡職務代理者  異議なしと認めまして、平成２９年度山県市教育委員会事務局職員の

任免の専決処分についてを承認します。 

        これをもちまして秘密会を解き、議場の閉鎖を解除します。 

（議場閉鎖解除） 

藤岡職務代理者  続きまして、日程第５、議第７号、平成３０年度使用小学校及び中学

校用教科用図書採択についてを議題とします。 

この議案は、岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の採択にあたって

公平な審議を確保するため、山県市教育委員会会議規則第１３条の規定

に基づき、秘密会として審議したいと思います。また、議案の結果につ

いては、岐阜地区の他市町に審議に影響を与えることを防ぐため、他市

町の審議が終了する８月３１日まで非公開としたいと思います。審議及

び結果を非公開とすることに、ご異議ございませんか。 

        （「異議なし」の声あり） 

藤岡職務代理者  異議なしと認めまして、本議案の審議は秘密会とし、審議結果につき

ましては、８月３１日まで非公開とします。 

         議場を閉鎖してください。 

（議場の閉鎖） 

藤岡職務代理者  改めまして、議第７号、平成３０年度使用小学校及び中学校用教科用

図書採択についてを議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

事務局（恩田）  それでは、資料ナンバー３をご覧ください。 

         議第７号、平成３０年度使用小学校及び中学校用教科用図書採択につい

て。 

         義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律

第１８２号）に基づき、平成３０年度使用小学校及び中学校用教科用図書
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の採択を下記のとおりとする。 

          平成２９年７月１８日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

記、１、平成３０年度使用小学校「特別の教科 道徳」の教科用図書

については、平成２９年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の選定

結果と同一の教科用図書を採択する。 

２、平成３０年度使用小学校用教科用図書については、義務教育諸学

校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条並びに同法施行令第１

５条の定めるところにより、学校教育法附則第９条に規定する教科用図

書を除き、平成２８年度において使用している教科用図書と同一の教科

用図書を採択する。 

３、平成３０年度使用中学校用教科用図書については、義務教育諸学

校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条並びに同法施行令第１

５条の定めるところにより、学校教育法附則第９条に規定する教科用図

書を除き、平成２８年度において使用している教科用図書と同一の教科

用図書を採択する。 

次のページ以降に岐阜地区採択協議会選定結果がありまして、１枚目

が小学校用、特別の教科道徳、教科用図書。２枚目が小学校用教科用図

書、３枚目が中学校用教科用図書であります。 

以上でございます。 

藤岡職務代理者  ただ今、事務局からの説明につきまして、ご意見ご質問等ございまし

たら、お願いします。 

藤岡職務代理者  特にご意見等ございませんか。 

それでは、ご意見がないようですので、お諮りいたします。 

         議第７号、平成３０年度使用小学校及び中学校用教科用図書採択につ

いて、ご異議ございませんでしょうか。 

        （「異議なし」の声あり） 

藤岡職務代理者  異議なしと認めまして、平成３０年度使用小学校及び中学校用教科用

図書採択について、原案のとおり決定します。 

         これをもちまして秘密会を解き、議場の閉鎖を解除します。 

（議場閉鎖解除） 
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藤岡職務代理者  続きまして、日程第６、議第８号、教育財産の取得の申し出について

を議題とします。 

         事務局に説明を求めます。 

事務局（恩田）  それでは、資料ナンバー４をご覧ください。 

         議第８号、教育財産の取得の申し出について。 

         山県市教育委員会教育長事務委任規則第２条第３号の規定に基づき、

次のとおり市長に意見を申し出る。 

         １、取得財産、校務用パソコン、１１０台。２、取得方法、指名競争

入札。３、取得金額、予算額、１、９６６万円。４、取得予定日、平成

２９年１２月。 

         平成２９年７月１８日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

         次のページに内訳がありますが、校務用パソコンの更新としまして、

パソコン本体としましては小学校で５１台、中学校で５７台、教育セン

ターで２台の併せて１１０台の更新をいたします。その他内訳表にあり

ます付属品等の更新も同時に行います。更新後に現在使用しているもの

につきましては、一部再セットアップ等を行いまして他の業務に利活用

する予定でございます。以上でございます。 

藤岡職務代理者  ただ今、事務局からの説明につきまして、ご意見ご質問等ございまし

たら、お願いします。 

江崎委員     今回は６校分ですが、これは年次計画で全ての学校が更新されるもの

ですか。 

学校教育課長   昨年度から更新を行っていて、今年度で全ての学校が終了することに

なります。 

大野委員     指名競争入札には、何社くらいの参加を予定していますか。 

事務局（恩田）  今はまだ正確な数はわかりませんが、入札の規定に沿った数の業者に

参加してもらいます。おそらく８社以上にはなるかと思います。 

藤岡職務代理者  既設のものの利活用も仕様に入っていますか。 

事務局（恩田）  はい、利活用だけでなく単純に破棄するだけでも費用は発生しますの

で、利活用ほか破棄の費用を含めての仕様となっています。 

藤岡職務代理者  ほかにご意見などございませんか。 
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 それでは、ご意見がないようですので、お諮りいたします。 

         議第８号、教育財産の取得の申し出について、ご異議ございませんで

しょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

藤岡職務代理者  異議なしと認めまして、教育財産の取得の申し出について、決定しま

す。 

         続きまして、日程第７、その他について、何かございますか。 

事務局（恩田）  事務局から次回会議の開催日について調整を行いたいのでお願いいたし

ます。８月２２日の午後、２３日、２５日の午前の中で調整したいと思い

ますが、皆様方のご都合はいかかでしょうか。 

（日程を調整して開催日を決定） 

それでは、次回の会議を８月２３日、水曜日、午前９時３０分からの開

催予定とさせていただきますので、よろしくお願いします。 

また、お手元にお配りした資料のように、岐阜県教育委員会から教員採

用選考２次試験の参観についての案内がありました。参観を希望される方

は、市教育委員会学校教育課の担当者までご連絡ください。 

事務局からは以上でございます。 

藤岡職務代理者  それでは、以上をもちまして、本日の議事日程を全て終了いたします。 

  これをもちまして、平成２９年度第３回教育委員会を閉会いたします。 

 （午前１１時２０分閉会） 

 

上記議事録は正当であることを認め署名します。 

 

山県市教育委員会   教 育 長   伊藤 正夫      

 

                      委  員   川田 八重子     


